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学校法人 滋慶学園 

東京ウェディング・ホテル専門学校 



東京ウェディング・ホテル専門学校 学則 

 

第１章  総  則 

（目 的） 

第 1条 本校は、学校教育法に基づき、おもてなしの心と、ウェディング分野にかかわる知識と技術

を備え、ウェディングのプロセスにおいて、お客様の夢を具現化することを通じ、顧客満足を

最大化できる「ウェディングの真のプロ」を養成することを教育の目的とする。 

（名 称） 

第２条  本校は、東京ウェディング・ホテル専門学校という。 

（位 置） 

第３条 本校の位置を東京都江戸川区西葛西三丁目１番 15号に置く。 

（自己点検・評価） 

第４条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校

における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。 

２  前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

 

第２章 課程、学科、修業年限、定員及び休業日 

 

（課程、学科、修業年限、定員、学級数） 

第５条 本校の課程、学科、修業年限、定員及び学級数は、次のとおりとする。 

昼夜の別 課程名 学科名 
修業 
年限 

入学 
定員 総定員 

1学年の 
学級数 

備考 

昼 

間 

部 

商業実務 

専門課程 

ウ ェデ ィ ングプランナー科 ３ ４０ １２０ １ 単位制 

ウ ェ デ ィ ン グ 科 ３ ８０ ２４０ ２ 単位制 

（学年、学期の終始期） 

第６条 本校の学年は、4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終る。 

２  学期は、次のとおりとする。 

前期   4月 1日から 9月 30日まで 

後期  10月 1日から 3月 31日まで 

（休業日） 

第７条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律で規定する休日 

（３） 夏季休業  7月第 4週から 8月第 5週まで 

（４） 冬季休業 12月第 4週から 1月第 1週まで 

（５） 春季休業  3月第 3週から 3月第 5週まで 

２  教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休業

日に授業を行うことがある。 

３  非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。 



第３章  教育課程、授業時数及び教職員組織 

 

（教育課程、授業時数） 

第８条 本校の教育課程及び授業時数は、別表 1のとおりとする。 

（授業時数の単位数への換算） 

第９条 本校専門課程の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合、講義、演習については 15

時間をもって 1単位、実習及び実技については 30時間をもって 1単位とする。 

 

第１０条 単位制による学科について、１年間に履修科目登録することができる単位数の上限は第８

条における別表のとおりとする。 

(学習の評価) 

第１１条 学校長は定期試験及び臨時試験(論文・レポートを含む)、平素の学習状況、出席状況の３

要素で評価する。評価は「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」「Ｆ」で行い、「Ｄ」以上で合格とする。但し、

学校長が必要と認めた場合には、これら以外の表記で成績を表すことができる。評価方法

の詳細については別に定める。 

２ 定期試験の方法は筆記試験、口頭試験、実技試験、論文あるいはレポートで行う。 

３ 試験の欠席者には追試験を、不合格者には再試験をそれぞれ一度ずつ行う。 

４ 出席時間数が規定の授業時間数の１０分の７に満たない者については単位の認定を 

しない。（定期試験の受験資格を喪失する。） 

５ 成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として、総合平均点 (Grade Point 

 Averageに相当するもの。以下「GPA」という) を用いる。GPA制度による評価 

 については別に定める。 

（他の専修学校等における授業科目の履修） 

第１２条 他の専修学校、大学等において既に履修した科目及び、特別の課程（以下「特別の課程」と

いう。）について、本校各課程の修了に必要な総授業時数の2分の 1を超えない範囲で、当

該課程における科目の履修とみなす｡ 

（転入学） 

第１３条 次の各号に該当する者で本学の学科に再入学又は転入学を志望する者があるときは、欠

員のある場合に限り、選考の上、相当年次に再入学又は転入学を許可することがある。 

（１） 本学の他の学科を卒業した者 

（２） 本学を退学した者 

（３） 大学、短期大学又は専修学校を 1年以上履修した者 

２ 第 1 項の規定により再入学又は転入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単

位数の取り扱い並びに在学すべき年数については学校長が決定する。 

 

（始業、終業時刻） 

第１４条  本校の始業および終業の時刻は、次のとおりとする。 

 課 程 名 学 科 名 始業時刻 終業時刻 

昼間部 商業実務専門課程 ウ ェ デ ィ ン グ プ ラ ン ナ ー 科 ９：１０ １８：００ 

昼間部 商業実務専門課程 ウ ェ デ ィ ン グ 科 ９：１０ １８：００ 



（教職員組織） 

第１５条 本校に次の教職員を置く。 

（１） 学 校 長   1人 

（２） 教 員   １０人以上（専任９名以上） 

（３） 事務職員   1人以上 

（４） 学 校 医   1人 

２  学校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

３  副校長を置くことがある。この場合、副校長は学校長を補佐し、学校長が校務に就け

ない場合、これを代行する。 

 

 

第４章 入学、休学、退学、卒業 

 

（入学資格） 

第１６条 本校の入学資格は、次のとおりとする。 

（１）高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者 

（２）外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者 

（３）文部科学大臣が高等学校に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設

の当該課程を修了した者 

（４） 文部科学大臣の指定した者 

（５）大学入学資格検定規程（昭和26年文部科学省令第13号）により文部科学大臣の行

う大学入学資格検定に合格した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17年

文部科学省令第 1号)により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格

した者 

（６）修業年限が 3年の専修学校の高等課程を修了した者 

(7) 学校教育法第 90条第 2項の規定により大学に入学した者であって、専修学校にお

いて、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者 

（8）その他、個別の入学資格審査により、本校において高等学校を卒業した者に準ずる

学力があると審査基準に基づき認めた者で、18歳に達した者 

（入学選考） 

第１７条 本校の入学選考は、別の定めにより実施する。 

（入学時期） 

第１８条 本校の入学時期は、毎年 4月 1日とする。 

（入学手続き・許可） 

第１９条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。 

（１） 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書、その他の書類に必要事項を

記載し、第３1 条に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければならな

い。 

（２） 前号の手続きを終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。 

（３） 本校に入学許可をされた者は、入学許可の日から 10日以内に第３1 条に定める入学

金を添えて手続きをとらなければならない。 

 



(転学科・編入） 

第２０条 学期の途中における転学科は、これを認めない。ただし、年度終了後については欠員があ

る場合に限り許可することがある。 

２ 前項の規定により転学科を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取り扱

い並びに在学すべき年数については学校長が決定する。 

３ 他の大学・短期大学・専修学校等からの編入を希望する者は、所定の手続きに従い、学校

長に願い出て許可を受けた場合編入を認めることがある。 

（転出）  

第２１条 本校を卒業せず、他の専修学校等に編入学する場合は、所属校での学籍を失うため退学

となる。 

（休学・復学） 

第２２条 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、30 日以上休学する場合は、その事由を

記載した書類及び診断書を提出して、学校長の許可を受けなければならない。 

２  前項の者が復学しようとする場合は、届け出て、復学することができる。 

３  学生が休学したときは、前項の規定にかかわらず、別に定める学籍管理料を徴収する。

学籍管理料は当該学生が復学する場合は、復学する年度の学費に充当する。 

   復学しない場合は返還しない。 

（退 学） 

第２３条 退学しようとする者は、その事由を記載した書類を提出し、学校長の許可を受けなければ

ならない。 

（卒業・修了の認定） 

第２４条 本校に修業年限以上在籍し、所定の授業科目を履修し、卒業するために必要な単位数を

修得した者に対し、卒業を認定する。履修認定の要件として、該当教科目の 7 割以上をそ

れぞれ出席しており、また試験に合格している者に対して該当教科目の修了を認定する。

ただし、実習については、実習の成績によって修了を認定することができる。 

２ 学校長は前項の認定を行うために、学校長及び学校長が指名した者より構成される卒業

進級判定会議を開催し、審査の上判定する。この場合、所定の教科目及び所定の単位数

または授業時間数を履修し、その成果が修了認定すべきものと認められる場合、卒業また

は進級認定をしなければならない。 

（卒業） 

第２５条 本校所定の課程を修了した者に、卒業証書を授与する。 

 

（称号の授与） 

第２６条 前条の規定するところより、次の学科を修了したものは、専門士を称することができる。 

 

課程名 学科名 専門士名称 

商業実務専門課程 ウェディング科 専門士（商業実務専門課程） 

 

 

 

 

 



第５章 科目等履修生 

 

（科目等履修生） 

第２７条 本校において開設する授業科目に対し、本校生徒以外の者から特定の科目について履

修申請があった場合には、本校の教育に支障がない限り、選考の上、科目等履修生とし

て当該科目の履修を許可することができる。 

2  その他科目等履修生に関する事項は、別に定める。 

 

 

第６章 特別の課程 

 （特別の課程） 

第２８条 本校の生徒以外の者を対象として、学校教育法施行規則第 189条にて読み替えをしてい

る学校教育法第 105条に規定する特別の課程を編成することができる。 

    ２ 特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。 

 

 

第７章 賞 罰 

（褒 賞） 

第２９条 成績優秀にして、他の模範となる者には、褒賞することがある。 

（懲 戒） 

第３０条 生徒がこの学則、その他本校の定める諸規則を守らず、生徒としての本分にもとる行為

があったときは懲戒処分を行うことがある。 

２  懲戒は訓告、停学、及び退学とする 

３  退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うものとする 

（１）素行不良で、改善の見込みがないと認められる者 

（２）学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者 

（３）正当の理由がなくて、出席が常でない者 

（４）学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

 

第８章 入学金、授業料、その他 

（学費） 

第３１条 本校の入学金、授業料等の学費は次のとおりとする。 

（１）学 費                                            （単位：円） 

昼・夜間 学 科 名 学年 入学金 授業料 総合演習費 合計 

昼間 

ウェディングプランナー科 

１年 100,000 980,000 350,000 1,４30,000 

２年 － 980,000 350,000 1,３30,000 

３年 － 980,000 360,000 1,３40,000 

ウ ェ デ ィ ン グ 科 

１年 100,000 980,000 250,000 1,３30,000 

２年 － 980,000 250,000 1,２３0,000 

３年 － 980,000 260,000 1,２40,000 



（２）入学検定料                       （単位：円） 

昼・夜間 学科名 入学検定料 

昼 間 
ウェディングプランナー科 

ウ ェ デ ィ ン グ 科 
20,000 

 

（諸費用） 

第３２条 教科書・教材費、資格検定費、健康管理費、卒業諸費用等は実費を徴収する。 

２ 学費納入時に以下の費用を委託徴収金とし、全額を徴収する。 

費目 金額 対象年次 学科 

同窓会費 ２０，０００円 卒年次 全学科 

（納入及び納入の特例） 

第３３条 生徒がその在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料等（第３１条に定める授業料及び

総合演習費ならびに第３２条に定める諸費用をいう。以下同じ）を所定の期日までに納入し

なければならない。 

２ 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、休学期間中の授業料等を免除すること

がある。 

３ 特別の理由のある場合には、学費の全部又は一部を減免あるいは奨学金として貸与する

ことがある。 

（滞 納） 

第３４条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料等を 3箇月以上滞納し、その後

においても納入の見込みがないときには除籍とすることがある。 

（納入金の返還） 

第３５条 既に納入された入学金及び入学検定料は返還しない。 

２  既に納入された授業料等については、当該入学選考の属する年度末（3月末日）までに入

学辞退の申し出があった場合、これを返還する。以降に返還請求があった場合、返還を求

めた時期、理由等諸般の事情を考慮して返還する場合がある。 

（健康診断） 

第３６条 健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより、実施する。 

 

 

第９章  雑  則 

（施行細則） 

第３７条 この細則の施行に関して必要な事項は、学校長が別に定める。 

 

附則 

この学則は平成２６年４月１日から実施する。 

この学則は平成２８年４月１日から実施する。 

この学則は平成２９年４月１日から実施する。 

この学則は平成３０年４月１日から実施する。 

この学則は平成３１年４月１日から実施する。 

 第１０条の学習の評価については平成３１年度入学生より適用する。 



この学則は令和 2年４月１日から実施する。 

この学則は令和 3年４月１日から実施する。 

この学則は令和 4年４月１日から実施する。 

この学則は令和 5年４月１日から実施する。 

但し、令和 4年度以前の入学生については、従前の学則を適用する。 

 この学則は令和６年４月１日から実施する。 

但し、第8条で規定している別表 1の教育課程については、令和5年度入学生より適用し、

令和 4年度以前の入学生については、従前の学則を適用する。 

 

 



商業実務分野　　専門課程　ウェディングプランナー科

時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位 時間数 単位

キャリア教育講座Ⅰ 講義 必修 30 2 30 2

キャリア教育講座Ⅱ 講義 必修 45 3 45 3

キャリア教育講座Ⅲ 講義 必修 30 2 30 2

キャリア教育講座Ⅳ 講義 必修 30 2 30 2

キャリア教育講座Ⅴ 講義 必修 30 2 30 2

実習・就職特別講座Ⅰ 講義 必修 30 2 30 2

実習・就職特別講座Ⅱ※ 講義 必修 60 4 60 4

TOEIC 対策講座 演習 選択 30 2 30 2

※国際教育（含 海外研修） 演習 必修 15 1 15 1

コミュニケーション 演習 必修 30 2 30 2

ワークライフバランス 講義 必修 30 2 30 2

ITリテラシーⅠ 演習 必修 30 2 30 2

ITリテラシーⅡ 演習 必修 30 2 30 2

ITリテラシーⅢ 演習 必修 30 2 30 2

ITリテラシーⅣ 演習 必修 30 2 30 2

ITリテラシーⅤ 演習 必修 30 2 30 2

オフィスワーク基礎 演習 必修 30 2 30 2

オフィスワーク応用 演習 必修 30 2 30 2

セルフヘア＆メイク 演習 必修 30 2 30 2

ブライズプロデュース 演習 必修 30 2 30 2

ブライダルビジネス基礎Ⅰ 講義 必修 30 2 30 2

ブライダルビジネス基礎Ⅱ 講義 必修 30 2 30 2

ブライダル・ホテル業界研究Ⅰ 演習 必修 60 4 60 4

ホテルビジネス実務 演習 必須 30 2 30 2

挙式オペレーション 演習 必修 30 2 30 2

テーブルサービス演習 演習 必修 60 4 60 4

ブライダルアイテム 演習 必修 30 2 30 2

色彩心理 演習 必修 60 4 60 4

プレゼンテーション演習 演習 必修 30 2 30 2

コンプライアンス 講義 必修 30 2 30 2

ブライダル広報演習 演習 必修 30 2 30 2

ウェディングプランナー実務Ⅰ 演習 必修 60 4 60 4

ウェディングプランナー実務Ⅱ 演習 必修 60 4 60 4

ウェディングプランナー実務Ⅲ 演習 必修 30 2 30 2

ウェディングプランナー実務Ⅳ 演習 必修 60 4 60 4

ウェディングプランナー実務Ⅴ 演習 必修 60 4 60 4

ロールプレイング　 演習 必修 60 4 60 4

ブライダル国家検定Ⅰ 講義 必修 60 4 60 4

ブライダル国家検定Ⅱ※ 講義 必修 30 2 30 2

ブライダル国家検定Ⅲ 講義 必修 60 4 60 4

ブライダル国家検定Ⅳ 講義 必修 60 4 60 4

ウェディングプロデュース演習 演習 必修 60 4 60 4

結婚式運営Ⅰ 演習 必修 180 12 180 12

結婚式運営Ⅱ 演習 必修 180 12 180 12

現場実習 実習 必修 180 6 180 6

プランナー実習 実習 必修 540 18 540 18

420 28 510 28 330 22 630 24 450 30 360 24 2,700 156 

- - 180 6 - - 540 18 - - - - 720 24 

30 2 - - 30 2 

420 28 540 30 330 22 630 24 450 30 360 24 2,730 158 

※　集中形式で実施する授業

区
分

科目名 授業 形態 必・選

必修科目授業時間数

実習時間数

選択科目時間数

最大時間数　計
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礎
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目
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基
礎
・
教
養

ブ
ラ
イ
ダ
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教
育
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習
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別表１－１

履修標準年次（１年） 履修標準年次（２年） 履修標準年次（３年） 授業時数
単位合計前期 後期 前期 後期 前期 後期



商業実務分野　　専門課程　ウェディング科

※ 導入研修Ⅰ 1年 前期 15 (1) 演習 必修

※ 導入研修Ⅱ 1年 前期 15 (1) 演習 必修

※ 国際教育 １年 後期 15 (1) 演習 必修

キャリア教育講座Ⅰ 1年 前期 30 (2) 講義 必修

キャリア教育講座Ⅱ 1年 後期 30 (2) 講義 必修

PCスキルⅠ 1年 前期 30 (2) 演習 必修

PCスキルⅡ 1年 後期 30 (2) 演習 必修

コミュニケーションスキルアップ 1年 前期 30 (2) 演習 必修

ブライダル概論Ⅰ 1年 前期 30 (2) 講義 必修

ブライダル概論Ⅱ 1年 後期 30 (2) 講義 必修

実習就職対策講座Ⅰ 2年 前期 30 (2) 講義 必修

実習就職対策講座Ⅱ 2年 後期 30 (2) 講義 必修

キャリア教育講座Ⅲ 3年 前期 30 (2) 講義 必修

255 (17)

60 (4)

30 (2)

345 (23)

ゲストハウスウェディングⅠ 1・２・３年 前期 30 (2) 演習 選択 1年次 HWコース必修

ゲストハウスウェディングⅡ 1・２・３年 後期 30 (2) 演習 選択 1年次 HWコース必修

ウェディングサービス演習 1・２年 前期 60 (4) 演習 選択 1年次 HWコース必修

宿泊サービス演習 1・２・３年 後期 30 (2) 演習 選択 1年次 HTコース必修

ホテルウェディング 1・２・３年 前期 30 (2) 演習 選択 1年次 HTコース必修

ウェディングサービス演習 1年 前期 60 (4) 演習 選択 1年次 HTコース必修

ホテルビジネス 1・２年 前期 30 (2) 講義 選択 1年次 HTコース必修　

※ MAIHAMAホスピタリティー 1・２年 後期 15 (1) 演習 選択 1年次 HTコース必修

リゾートウェディング 1・２・３年 後期 30 (2) 講義 選択 1年次 HTコース必修

ドレススタイリストⅠ 1・２・３年 前期 60 (4) 演習 選択 1年次 DRコース必修

ドレススタイリストⅡ 1・２・３年 後期 60 (4) 演習 選択 1年次 DRコース必修

ドレスメンテナンス 1・２年 後期 60 (4) 演習 選択 1年次 DRコース必修

ブライダルフラワーアレンジⅠ 1・２・３年 前期 60 (4) 演習 選択 1年次 FLコース必修

フラワーデザイン 1・２・３年 後期 60 (4) 演習 選択 1年次 FLコース必修

フォト＆ムービー撮影Ⅰ 1・２・３年 前期 60 (4) 演習 選択 1年次 PHコース必修

フォト＆ムービー撮影Ⅱ 1・２・３年 後期 60 (4) 演習 選択 1年次 PHコース必修

ウェディングフォト 1年 前期 選択 1年次 PHコース必修

セルフビューティ（メイク＆ネイル）　A 1・２年 前期 60 (4) 演習 選択

セルフビューティ（メイク＆ネイル）　B 1・２年 後期 60 (4) 演習 選択

パーソナルカラー検定　A 1・２年 前期 30 (2) 講義 選択

パーソナルカラー検定　B 1・２年 後期 30 (2) 演習 選択

ブライダル顧客心理　A ２・３年 前期 30 (2) 講義 選択

ブライダル顧客心理　B ２・３年 後期 30 (2) 講義 選択

英会話演習　A 1・２・３年 前期 30 (2) 演習 選択

英会話演習　B 1・２・３年 後期 30 (2) 演習 選択

TOEIC 2年 前期 30 (2) 演習 選択

韓国文化演習　A １・２年 前期 30 (2) 演習 選択

韓国文化演習　B １・２年 後期 30 (2) 演習 選択

ブライダルSNS演習　A ２・3年 前期 30 (2) 演習 選択

ブライダルSNS演習　B ２・3年 後期 30 (2) 演習 選択

マーケティング　A １・２・3年 前期 30 (2) 演習 選択

マーケティング　B １・２・3年 後期 30 (2) 演習 選択

ブライダルジュエリー　A １・２年 前期 30 (2) 講義 選択

ブライダルジュエリー　B １・２年 後期 30 (2) 講義 選択

オフィスワーク・マナー講座　A １・２年 前期 30 (2) 演習 選択

専
門
科
目

集中
開講

科目名 推奨年次 開講時期 時間 単位 形式 必・選

別表１－２
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必修単位／時間

1年

2年

３年

計

備考



オフィスワーク・マナー講座　B １・２年 後期 30 (2) 演習 選択

カリグラフィー入門　A ２・3年 前期 30 (2) 演習 選択

カリグラフィー入門　B ２・3年 後期 30 (2) 演習 選択

※ TOKYOディスカバリー　 １年 後期 15 (1) 演習 選択

トータルビューティー　A ２・3年 前期 60 (2) 実技 選択

トータルビューティー　B ２・3年 後期 60 (2) 実技 選択

ブライダルブーケ　A １・２年 前期 60 (2) 実技 選択

ブライダルブーケ　B １・２年 後期 60 (2) 実技 選択

※ ブライダルトレンド研究 ２・3年 前期 30 (2) 演習 選択

※ 未来型ウェディングプレゼンテーション ２年 前期 30 (2) 演習 選択

ウェディングフォト 1・2年 前期 60 (2) 実技 選択

※ フォトコンテスト 1年 前期 30 (2) 演習 選択 フォトウェディングの履修必須　

滋慶選択　A 1年 後期 15 (1) 演習 選択

ハウスセールスⅠ 2・３年 前期 30 (2) 演習 選択

ハウスセールスⅡ 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

アニバーサリープランニング 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

ホテルマーケティングⅠ 2・３年 前期 30 (2) 演習 選択

ホテルマーケティングⅡ 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

レストランサービス技能検定Ⅰ 2年（3年） 前期 60 (4) 演習 選択 2年次に選択し、３年次に国家検定を受験（２年間必修）

レストランサービス技能検定Ⅱ 2年（3年） 後期 60 (4) 演習 選択 2年次に選択し、３年次に国家検定を受験（２年間必修）

レストランサービス技能検定対策講座Ⅰ （2年）３年 前期 60 (4) 演習 選択 2年次に選択し、３年次に国家検定を受験（２年間必修）

レストランサービス技能検定対策講座Ⅱ （2年）３年 後期 60 (4) 演習 選択 2年次に選択し、３年次に国家検定を受験（２年間必修）

ブライダルヘアメイクⅠ 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

ブライダルヘアメイクⅡ 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

ドレススタイリストⅢ 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

着付　初伝・中伝 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

花嫁着付 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

ブライダルフラワーアレンジⅡ 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

アートディレクション 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

ディスプレイコーディネート 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

ブライダル撮影Ⅰ 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

ブライダル撮影Ⅱ 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

フォトムービー編集Ⅰ 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

フォトムービー編集Ⅱ 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

アテンド・キャプテン・司会実践　A 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

アテンド・キャプテン・司会実践　B 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

接遇介助士ホスピタントA 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

接遇介助士ホスピタントB 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

カウンセリングロールプレイ　A 2・３年 前期 30 (2) 演習 選択

カウンセリングロールプレイ　B 2・３年 後期 30 (2) 演習 選択

ソムリエ・バーテンダー　A 2・３年 前期 60 (4) 演習 選択

ソムリエ・バーテンダー　B 2・３年 後期 60 (4) 演習 選択

BR国家検定対策3級　Ⅰ 2・３年 前期 30 (2) 講義 選択

BR国家検定対策3級　Ⅱ 2・３年 後期 30 (2) 講義 選択 BR国家検定対策3級Ⅰとセット

滋慶選択　B 2年 前期 15 (1) 演習 選択

オリジナルプランニングⅠ ３年 前期 30 (2) 演習 選択

オリジナルプランニングⅡ ３年 後期 30 (2) 演習 選択

ホテルマネジメントⅠ ３年 前期 30 (2) 演習 選択

ホテルマネジメントⅡ ３年 後期 30 (2) 演習 選択

ドレスデザインⅠ ３年 前期 60 (4) 演習 選択

ドレスデザインⅡ ３年 後期 60 (4) 演習 選択

会場コーディネートⅠ 3年 前期 60 (4) 演習 選択

会場コーディネートⅡ 3年 後期 60 (4) 演習 選択

ブライダル撮影Ⅲ ３年 前期 60 (2) 実技 選択

ブライダル撮影Ⅳ ３年 後期 60 (2) 実技 選択

フォトムービー編集Ⅲ ３年 前期 60 (4) 演習 選択

フォトムービー編集Ⅳ ３年 後期 60 (4) 演習 選択

女性のためのライフワークバランス　A ３年 前期 30 (2) 講義 選択

女性のためのライフワークバランス　B ３年 後期 30 (2) 講義 選択

BR国家検定対策2級　Ⅰ ３年 前期 30 (2) 講義 選択

BR国家検定対策2級　Ⅱ ３年 後期 30 (2) 講義 選択 BR国家検定対策2級Ⅰとセット

専
門
科
目



※ ホテル宿泊客室実習 1年 前期 15 (1) 演習 選択

※ リゾートホテル実習 ２・3年 前期 90 (3) 実習 選択

※ 模擬挙式発表会 １・２年 後期 30 (2) 演習 選択

※ ブライダルロケーションフォト 2・３年 後期 30 (1) 実技 選択

※ 現場実習Ⅰ 1年 後期 180 (6) 実習 選択

※ 現場実習Ⅱ 2年 前期 180 (6) 実習 選択

※ 現場実習Ⅲ 2年 後期 180 (6) 実習 選択

※ 現場実習Ⅳ 3年 前期 180 (6) 実習 選択

※ 現場実習Ⅴ 3年 後期 180 (6) 実習 選択

※ ドレスショー　Ⅰ 3年 前期 90 (6) 演習 選必

※ ドレスショー　Ⅱ 3年 後期 90 (6) 演習 選必

※ 産学連携プロジェクト　Ⅰ 3年 前期 90 (6) 演習 選必

※ 産学連携プロジェクト　Ⅱ 3年 後期 90 (6) 演習 選必

※ ハウスウェディング運営・実践　Ⅰ 3年 前期 90 (6) 演習 選必

※ ハウスウェディング運営・実践　Ⅱ 3年 後期 90 (6) 演習 選必

★総合科目の選択必修科目は3年次にいずれかを選択しなくてはならない

選択必修 計 540 (36)

選択 計 5175 (297)

計 6060 (356)

1年間の最低履修単位：30単位　1年間の最大履修単位：６０単位　卒業に必要な履修単位：90単位

（専門士取得　：　62単位以上）

最低履修単位・時間数は30単位、800時間とする。

標準年次別時間数

学年 時間数 単位数

1 1935 117

2 (2475) 145

3 (1650) 94

合計 (6060) 356

総
合
科
目


